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(説明のために出席した職員）
学務課長 矢島　柾仁 指導主事 髙田　真清
学務課長補佐 根岸さゆり
生学課長補佐 斎藤　彰仁

　(1) 教育長報告

　(2) 学務課長報告

　(3) 生涯学習課長報告

　(4) 指導主事報告

５　議　事

　第23号議案　神川町立小・中学校校務員等の業務等に関する規則について

次　　第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神川町役場2階会議室

令和元年第10回神川町定例教育委員会次第

２　前回会議録の承認について

４　教育委員会報告

３　教育長あいさつ

令和元年11月21日

　　・児玉地区教育委員会連合会第２回教育委員研修会について

令 和 元 10

定 例 教 育 委 員 会 会 議 録

神 川 町 教 育 委 員 会

招 集 年 月 日 招 集 者

開 催 年 月 日 開 催 場 所

教 育 長 福 嶋 慶 治

神川町役場2階会議室

令和元年11月6日

令和元年11月21日

午 後 3 時 00 分

議　　　長

○

○竹 内 守

4

教育長　福嶋慶治

2

出　欠

西 村 享

午 後 3 時 50 分

教 育 長 福 嶋 慶 治開 議 時 刻 及 び 宣 言 者

閉 議 時 刻 及 び 宣 言 者

○川 野 順 也
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１　開　会　　　　　

教 育 長 福 嶋 慶 治

氏　　　　　名 氏　　　　　名

６　その他

○中 島 と も 代

○　×
出　欠
○　×



　　○令和元年第11回神川町定例教育委員会

　　　日　時　令和元年11月21日（木）　午後3時

　　　会　場　神川町役場2階会議室

1 開　会

2

3

4

5

④　指導主事が「わいせつ行為等根絶行動指針」について報告を行った。

説明いたします。これは、地方公務員法の一部改正により、来年4月1日から会

計年度任用職員制度を導入することとなりました。この制度は、現行の地方公

務員法で定められている特別職非常勤職員の要件を厳格化し、特別職以外の非

課長補佐 　それでは、第23号議案神川町立小・中学校校務員等の業務等の規則について

　以上で第23号議案の校務員等の業務に関する規則の全部改正についての説明

教育委員会報告

正規職員を会計年度任用職員に移行するものです。神川町の学校に配属してい

　神川町では、今回の地方公務員法の一部改正に伴い、現行の用務員規則で業

務や心得について定めていますが、複式学級対応支援員と学力向上支援員の業

務を追加することにより、学校における会計年度任用職員の業務について定め

ることといたしました。今回の改正は、規則の題名自体も改正するため、全部

改正とし、業務についてのみ定めました。

る臨時職員は、全てパートタイムとなります。

議長(教育長)

　次　　第

添付資料

学務課長

承認について

７　次回以降の定例教育委員会等の日程について

　　○令和2年第1回神川町定例教育委員会

　　　日　時　令和2年　月　日（　）　午後　時

　　　会　場　神川町役場2階会議室

・学務課長報告資料

・指導主事報告資料

前回会議録の

　令和元年第10回定例教育委員会の開会を宣言する。

　第23号議案　神川町立小・中学校校務員等の業務等に関する規則について

事務局より説明をお願いします。

・第23号議案　議案書

　前回会議録の署名をいただき、その後承認を得る。

８　閉　会

・教育長報告資料

①　教育長が「教育行政上の諸課題等」について報告を行った。

・生涯学習課長報告資料

議　事

②　学務課長が行事予定表に基づき報告を行った。

③　生涯学習課長補佐が行事予定表に基づき報告を行った。

　教育長が挨拶をする。

教育長あいさつ

議長(教育長)

委員全員

を終わります。ご審議よろしくお願いします。

　質疑に入ります。何かご質問はありませんか。

　なし。



6

7

○令和元年第11回定例教育委員会

　　・日　時　令和元年12月19日（木）　午後4時

　　・会　場　神川町役場2階会議室

○令和2年第1回定例教育委員会

　　・日　時　令和2年1月23日（木）　午後3時

　　・会　場　神川町役場2階会議室

8 閉　会

　第23号議案を承認することでご異議ありませんか。

会場・研修会・懇親会がご覧のとおり提示されました。案ではありますが、ほ

　児玉地区教育委員会連合会第2回教育委員研修会について、案として、日時・

　について

議長(教育長) 　異議ありませんので、第23号議案は承認されました。

ぼこの通りに運ぶと思いますので、皆様の予定をお願いいたします。

委員全員 　なし。

令和元年12月19日

　上記会議録に相違がないことを署名する。

　教育委員

　教育委員

　教育委員

　教育長職務代理者

学務課長 　第10回神川町定例教育委員会の閉会を宣言する。

議長(教育長)

その他

学務課長

学務課長

次回定例教育

委員会等の日程 　協議の結果、次のとおり決定する。


